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省エネルギーの実務 



１．定期報告書作成の留意点について 
 

 ３  



定期報告書の提出状況 

○事業者全体のエネルギー使用量が一定値（原油換算量で1,500kl/年）を超過す 

 る場合、省エネ法第15条第1項に基づき、特定事業者として定期報告書・中長期計 

 画書を毎年度7月末日までに提出することを義務付られています。 

○昨年度に提出があった文部科学省が主務大臣となる定期報告書は、744事業者・ 

 478指定工場であった。 
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事業区分 特定事業者数 
第1種エネルギー 
管理指定工場数 

第2種エネルギー 
管理指定工場数 

国立大学法人 73 86 39 

公立大学法人 22 14 11 

学校法人 210 116 140 

独立行政法人等 16 27 12 

大学共同利用機関 4 6 4 

教育委員会 398 0 7 

その他   21 5 11 

744 254 224 

所管事業者からの定期報告書の報告状況（平成27年度提出分） 



定期報告書作成の留意点 
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特定表の留意点 

表紙 ・宛先の誤記 

特定第２表 ・前年度原油換算値の誤記 

特定第３表 ・必要な個所への記入漏れ、前年度原単位の誤記 

特定第４表 ・原単位及び対前年度比の記入漏れ、誤記 

特定第５表 ・原単位悪化理由の記入漏れ 

特定第１２表１ 
・当該事業を所管する大臣の誤記     
・事業区分ごとの明細記入漏れ 

特定第１２表３ ・調整後温室効果ガス排出量の記入漏れ、誤係数での計算 

特定第１２表４の１ 
特定第１２表４の２ 

・電力会社の排出係数の誤記 

指定表の留意点 

指定第１表 ・エネルギー管理指定工場等番号の誤記 

指定第２表 ・前年度原油換算値の誤記 

指定第６表 ・原単位及び対前年度比の記入漏れ、誤記 

指定第７表 ・原単位悪化理由の記入漏れ 

指定第８表 
・「１．専ら事務所」と「２．工場等」のシート選択ミス 
・該当項目のチェック漏れ 



留意点（表紙） 
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文部科学大臣 

文部科学省に提出する書類の提出先は 
「文部科学大臣」と記載してください。 

誤り例 ： 「文部科学省」「○○経済産業局長」 

提出日は空白ではなく、必ず記入してください。 

○     ○ 



留意点（特定第５表、指定第７表） 
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対前年度比が100.0％以上の場合に該当 

対前年度比が100.0％以上の場合に該当 

５年度間平均原単位変化が 

99.0％を超えた場合に該当 

５年度間平均原単位変化が 

99.0％を超えた場合に該当 

※指定第７表も同様になります。 



留意点（特定第１２表１、特定第１２表３） 
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実排出係数（特定第１２表の４の１）の値で算出してください。 

調整後排出係数（特定第１２表の４の２）の値で算出してください。 

2,000 

1,000 

3,000 

・事業区分ごとの明細を記入してください。 

・特定事業者全体と事業区分ごとの明細の値が大幅
に異なる場合は、計算ミスをしている可能性があります
ので、注意してください。                        
（端数整理で多少値が異なる場合もございます。） 

当該事業を所管する大臣は、
共管する事業以外は連名で記
載することはありませんので、注
意してください。 



２．フロン排出抑制法について 
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フロン類算定漏えい量の報告 

○フロン回収・破壊法を改正し、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン 

 排出抑制法）として、平成27年4月から施行されています。 

○フロン類算定漏えい量が年間1,000t-CO2以上の場合、「フロン類算定漏えい量の報告」の対象 

 となります。管理者は所管する省庁へ７月末日までに報告書を提出する必要があります。 

○国に報告された情報は、整理した上で公表します。 

環境省・経済産業省「フロン排出抑制法の概要」より   10  



管理者の取組について 

○第一種特定製品の管理者（所有者など）は、機器を適切に管理する必要があり、フロ 

 ン類の漏えい防止に取り組むことが求められます。 
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第一種特定製品 

対象外 

家庭用冷蔵庫 

家庭用 

ルームエアコン 

環境省・経済産業省「フロン排出抑制法の概要」より  



簡易点検及び定期点検 

フロン排出抑制法に基づく機器の点検は、以下の２つの方法があります。 

 ○全ての業務用の空調機器・冷凍冷蔵機器を対象とした目視による外観点検等を行 

  う簡易点検 

 ○一定規模以上の業務用の空調機器・冷凍冷蔵機器を対象とした専門家による冷 

  媒漏えい検査等を行う定期点検 

 

 

 

 

 

 

 
 

機器の圧縮機に用いられる原動機の定格出力 点検の頻度 

簡易点検 全ての業務用空調機器・冷凍冷蔵機器 ３か月に１回以上 

定期点検 

7.5kW以上50kW未満の空調機器 ３年に１回以上 

50kW以上の空調機器 １年に１回以上 

7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 １年に１回以上 
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管理者に求める点検の内容 

環境省のホームページ  http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/index.html 



３．電子報告システムの活用について 
 

 13  



電子報告システム 

電子報告システムには２種類あります。 

○「省エネ法・温対法電子報告システム」とは、省エネ法、温対法に関する各種届出 

 書や報告書の書類を受け付けることのできる全省庁共通の電子報告システム。 

○「フロン法電子報告システム」とは、フロン類算定漏えい量報告・公表制度に関する 

 各種報告書を受け付けることのできる全省庁共通の電子報告システム。 
  

     ＜電子報告システムによるメリット＞ 

      ・書類を持参したり郵送したりする手間が省略可能 

      ・複数省庁へも１回の操作で提出可能 

      ・提出いただいた書類に不備等があった場合には、複数省庁に対して 

       オンラインでの修正が可能  
 

 

  電子報告システムを利用するには、事前に 

「使用届出」を届出先へ提出し、ID番号の付 

与を受ける必要があります。 

 

対象事業者（届出様式） 届出先 

省エネ法（様式第23） 経済産業局 

温対法（様式第4） 経済産業局又は地方環境事務所 

フロン排出抑制法（様式第４） 環境省又は経済産業省 
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電子報告システムの使用届出の届出先 



報告書の提出先（紙媒体での提出の場合） 
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   定期報告書・中長期計画書（省エネ法・温対法） 
      ○事業を所管する大臣への提出  

      ○事業者の主たる事務所（本社）所在地を管轄する経済産業局への提出  

 

   フロン類算定漏えい量等の報告書（フロン排出抑制法） 
      ○事業を所管する大臣への提出 

 

   文部科学大臣が事業を所管する大臣の場合は、次の宛先に7月末日までに 

   提出をお願いします。 
 

 

 

 

  〒100-8959  

  東京都千代田区霞が関3-2-2 

  文部科学省 大臣官房文教施設企画部参事官（技術担当）付 
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